
令和６年度（令和５年分）給与支払報告書の提出について 
 

１．提出期限 

令和 6 年 1 月 31 日（水）   

※期限後に提出された場合、税額通知の送付が遅くなる場合があります。 

 

２．提出先 

給与等の支払いを受けた方の令和 6 年 1 月 1日現在の住民登録地（または居住地） 

の市町 

※ただし、居住地（実際に住んでいた所）が住民登録地と異なる場合は、居住地の 

 市町へ提出してください。 

 

３．提出物 

①給与支払報告書（総括表） 

②特別徴収仕切紙 

③給与支払報告書（個人別明細書）（特別徴収分） 

④普通徴収理由書兼仕切紙 

⑤給与支払報告書（個人別明細書）（普通徴収分） 

※①～⑤を一束にしてご提出ください。訂正などにより再提出する場合も同様にご提出ください。 

 

４．特別徴収の推進について  

  地方税法第 321 条の 3 及び地方税法第 321 条の 4 の規定により、給与を支払う事業主

は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収（給与天引き）

していただく必要があります。住民税を特別徴収できない方については、給与支払報

告書（個人別明細書）の摘要欄に必ず普通徴収理由もしくは以下の符号を記載してく

ださい。また、普通徴収理由書兼仕切紙に普通徴収理由に該当する人数の記載をして

ください。普通徴収理由もしくは符号の記載がない場合や普通徴収理由に該当しない

ことが明らかな場合、原則「特別徴収」とさせていただきます。 

  【普通徴収理由】 

符号 普通徴収理由 

普Ａ 他の事業所で特別徴収（乙欄適用者など） 

普Ｂ 給与が少なく税額が引けない 

普Ｃ 給与の支払いが不定期（給与の支払いが毎月ではない） 

普Ｄ 退職者、退職予定者（5月末日まで）又は休職者（育児休業を含む） 

普Ｅ 総従業員が 2 名以下 

普Ｆ 事業専従者のみ 

 

５．その他注意事項 

  給与支払報告書を「特別徴収」として提出後、退職等により特別徴収できなくなった

方がいる場合は「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

① 

④ 
③ 

② 

⑤ 

②と④については、同封の

仕切紙をご利用ください。 

 

 

 

 愛知県内各市町では、地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用した申告・

届出を受け付けています。ｅＬＴＡＸ（エルタックス）とは、地方税における手続きをインター

ネットを利用して電子的に行うシステムです。 

給与支払報告書の提出手続きはぜひ、ｅＬＴＡＸをご利用ください。 

  

【利用手続き及び問い合わせ先】 

 ｅＬＴＡＸの利用手続きについては、ｅＬＴＡＸのホームページをご確認いただき、不明点は

ｅＬＴＡＸヘルプデスクにお問い合わせください。 

 ●ｅＬＴＡＸホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/ 

 ●ｅＬＴＡＸヘルプデスク：0570-081459 

              03-5521-0019（上記の番号でつながらない場合） 

              月～金 9：00～17：00（土日祝日、年末年始 12/29～1/3 を除く） 

 

 

 

半田市役所 税務課 市民税担当 TEL：0569-84-0620（直通） 

〒475-8666 愛知県半田市東洋町二丁目 1 番地 

常滑市役所 税務課 市民税チーム TEL：0569-47-6104（直通） 

      〒479-8610 愛知県常滑市飛香台 3 丁目 3 番地の 5 

  東海市役所 税務課 市民税担当 TEL：052-603-2211 又は 0562-33-1111（内線 113～116） 

      〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目 1 番地 

  大府市役所 税務課 市民税係 TEL：0562-47-2111（内線 282・283） 

      〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目 70 番地 

  知多市役所 税務課 市民税チーム TEL：0562-36-2633（直通） 

      〒478-8601 愛知県知多市緑町 1番地 

  阿久比町役場 税務課 住民税係 TEL：0569-48-1111 (内線 1111・1112) 

      〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越 50 番地 

  東浦町役場 税務課 住民税係 TEL：0562-83-3111（内線 112・113） 

      〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所 20 番地 

  南知多町役場 税務課 住民税係 TEL：0569-65-0711（内線 145・146) 

      〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪 18 番地 

  美浜町役場 税務課 住民税係 TEL：0569-82-1111（内線 250・350） 

      〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面 106 番地 

  武豊町役場 税務課 町民税担当 TEL：0569-72-1111（内線 253・254） 

      〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山 2 番地 

※本チラシは半田税務署管内上記 10 市町共同で作成しております。 



給与支払報告書（個人別明細書）の記載上の注意 

 
※ ※

※　区分 受給者番号
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※細部については、実際の様式と若干異なりますので、ご了承ください。 

記載に当たっては、「令和 5 年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「令和 5 年分給与所得

の源泉徴収票の記載の仕方」（国税庁ホームページ）を参照ください。 

 
※給与支払報告書には令和 5年 1月 1日から令和 5年 12 月 31 日までの間の収入等を記載してください。 

❶ 

❶【年度】 

 ⑥と記載のあるものを使用してください。 

❷ 

❸ 

❷【住所】 

令和 6年 1月 1 日現在の住所（アパートや

マンション名も）を記載してください。 

❸【個人番号】、【氏名】、【受給者生年月日】 

支払を受ける方の個人番号（マイナンバー）、氏名、生年月日は

必ず記載してください。 

❹【摘要】 

 〇徴収区分 

住民税を特別徴収できない方については、摘要欄に必ず普通徴収理由も

しくは以下の符号を記載してください。普通徴収理由もしくは符号の記載

がない場合や普通徴収理由に該当しないことが明らかな場合、「特別徴収」

とさせていただきます。 

【普通徴収理由】 

・普 A 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者など) 

・普 B 給与が少なく税額が引けない 

・普 C 給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月ではない) 

・普 D 退職者、退職予定者(5 月末日まで)又は休職者(育児休業を含む) 

・普 E 総従業員が 2 名以下 

・普 F 事業専従者のみ 

〇前職分 

 前職分を含めて記載した場合は「支払者名」、「支払金額」、「社会保険

料の金額」及び「源泉徴収税額」を必ず記載してください。 

〇「配偶者氏名（同配）」の記載 

 合計所得が1,000万円を超える方で同一生計配偶者がいる場合は摘要欄

に「配偶者氏名（同配）」と記載してください。 

❹ 

❺ 

❻ 

❺【生命保険料の金額の内訳】 

「生命保険料の控除額」欄を求める際に適用した各保険料の支払金額に

ついてそれぞれ該当する欄に記載してください。 

❼ 

❻【配偶者の合計所得】 

令和 5年中の配偶者の合計所得を記載してください。 

※収入金額ではありません。 

❽ 

❼【16 歳未満の扶養親族】 

源泉徴収票には 16 歳未満の扶養親族の個人番号を記載しませんが、

給与支払報告書には記載が必要です。 

❽【中途就・退職】 

中途就・退職者については、該当する方に○を記載し、就職日・退職

日を併せて記載してください。 

【訂正・取消について】 

給与支払報告書の提出後、給与支払金額等に

訂正がある場合は、速やかに訂正の給与支払

報告書等を提出してください。 

その際は、正しい給与支払報告書の摘要欄に

「訂正」と記載し、再提出してください。また、

提出を取り消す場合は、同じ内容の給与支払報

告書の摘要欄に「取消」と記載し、再提出して

ください。 

 上記どちらの場合についても、総括表を添え

て提出してください。総括表の報告人員欄は、

再提出時の給与支払報告書の提出人数を記載

してください。 

個人事業主の方へのお願い 

支払者が個人事業主の場合、下記の書類で本人確

認、個人番号確認及び代理権確認をさせていただ

く必要があります。郵送の場合は書類の写し（委

任状は原本）を同封してください。 

ｅＬＴＡＸの場合は不要です。 

 

（１）支払者本人が提出する場合   

⇒ ・番号確認書類（支払者のもの）・本人確認書

類（支払者のもの） 

（２）代理人（税理士等）が提出する場合 

⇒ ・番号確認書類（支払者のもの）・本人確認書

類（代理人のもの） 

・代理権確認書類 

※番号確認書類･･･個人番号カード、通知カード、

個人番号が記載された住民票 

※本人確認書類･･･運転免許証、個人番号カード、 

健康保険証、年金手帳等 

※代理権確認書類･･･税務代理権限証書、委任状 

❸ 

6 

5 

5 


